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既存住宅アドバイザー講習会
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入室時のメールアドレス

＋

退出時間

＋

講習会終了時の投票履歴（要操作）

途中退室は出席扱いとなりませんのでご注意ください
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既存住宅アドバイザー講習会
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http://www.srenkei.com/event/advi_dl.htm
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既存住宅アドバイザー講習会
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1. 既存住宅アドバイザー講習会について

2. 中古取引を避けては通れない理由

3. 中古住宅の問題点を解決する方法

4. 中古住宅を安心して購入する仕組み

5. 建物性能の確認方法

6. インスペクションの実務



首都圏既存住宅流通推進協議会

既存住宅アドバイザー
講習会について

1）講習会の目的

2）何をすれば良いのか？

3）なぜやらなければならないのか？
5
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既存住宅アドバイザー講習会について

1）講習会の目的
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中古取引時に必要な手続きを

適切に案内するための

判断基準を習得する

既存住宅アドバイザー
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既存住宅アドバイザー講習会について

2）何をすれば良いのか？
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に

必要な手続きを確認する

社内での仕組み化・ルール化を推奨



首都圏既存住宅流通推進協議会

既存住宅アドバイザー講習会について

3）なぜやらなければならないのか？
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首都圏既存住宅流通推進協議会

既存住宅アドバイザー講習会について

宅地建物取引士の業務処理の原則
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第十五条

宅地建物取引士は、

宅地建物取引業の業務に従事するときは、

宅地又は建物の取引の専門家として、

購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の
流通に資するよう、

公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うととも
に、

宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との
連携に努めなければならない。



首都圏既存住宅流通推進協議会

中古取引を
避けては通れない理由

１）国が既存住宅流通を促進する理由

２）人口減家余り時代の住宅産業

10
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中古取引を避けては通れない理由

１
国が既存住宅流通を促進する理由
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・人口減少

・空き家が増えている

・資産が減っている
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国が既存住宅流通を促進する理由

人口減少

12
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国が既存住宅流通を促進する理由

1次取得者層は既に減少局面へ
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国が既存住宅流通を促進する理由

空き家が増えている
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国が既存住宅流通を促進する理由

国の資産が減っている
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首都圏既存住宅流通推進協議会

国が既存住宅流通を促進する理由

日本人はこれ以上
無駄な住居費を消費する
余力がなくなっている

16
中古住宅の流通促進・活用に関する研究会 報告書
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首都圏既存住宅流通推進協議会

中古住宅の問題点を
解決する方法

1）消費者の問題

2）事業者の問題

17



首都圏既存住宅流通推進協議会

中古住宅の問題点を解決する方法

1
消費者の問題
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中古住宅の問題とは？

1）不安
2）汚い
3）わからない
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中古住宅の問題点を解決する方法

1）不安の払しょく
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インスペクション 瑕疵保険

「不安」は制度で払しょくできます
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中古住宅の問題点を解決する方法

2）汚いの払しょく
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「汚い」はリフォームで払しょくできます
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中古住宅の問題点を解決する方法

3）わからないの払しょく

21

「わからない」は宅建業者の役割
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中古住宅の問題点を解決する方法
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既に制度は整備済みなので

早くサービス化した事業者が強い
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中古住宅の問題点を解決する方法

事業者が中古住宅を避ける理由

23

2
事業者の問題

1）リスクがある
2）儲からない
3）手間がかかる
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中古住宅の問題点を解決する方法

1）リスクがある

24

中古住宅を売ろうとするから

リスクがかかる
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中古住宅の問題点を解決する方法

1）リスクがある

25

選択肢を提示 選択肢を提示

意思決定意思決定

対応履歴を残せば

リスク回避できます
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中古住宅の問題点を解決する方法

2）儲からない

26

「安い」以外のメリットが提示できない
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中古住宅の問題点を解決する方法

2）儲からない
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「リフォーム前提」のサービス設計へ
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中古住宅の問題点を解決する方法

3）手間がかかる

28

必要なのはスケジュールの管理だけで

手間はそれほどでもない
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中古住宅の問題点を解決する方法

3）手間がかかる

29

工法・築年数で

手続きの方法が変わること

仕組み化・ルール化が必要
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中古住宅の問題点を解決する方法
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中古住宅の問題は
仕組みで解決できます
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中古住宅を安心して
購入する仕組み

１）建物住宅状況調査

２）既存住宅売買瑕疵保険

３）住宅ローン減税（耐震基準適合証明書）
31
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建物住宅状況調査

1
建物状況調査

32

・改正宅建業法で追加された3つの義務

・建物状況調査技術者

・建物状況調査の問題点

・実施のタイミング
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建物住宅状況調査

３つの義務

33
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建物住宅状況調査

３つの義務
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①媒介契約

建物状況調査のあっせんの有無を表示

②重要事項説明

建物状況調査報告書の有無を表示

③売買契約書

売主・買主双方が確認した事象を表記
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建物住宅状況調査

あっせん
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建物住宅状況調査

重要事項説明
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建物住宅状況調査

売買契約書
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建物住宅状況調査

既存住宅状況調査技術者

38
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建物住宅状況調査

建物状況調査の問題点
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・任意の制度

・有償のサービスであること

・「買主」を想定したフローではない

・調査そのものが安心材料ではない

建物状況調査はプロセスであって目的ではない
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建物住宅状況調査

建物状況調査実施のタイミング
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売
買
契
約

引
渡
し

買
付
申
し
込
み

建物状況
調査

売主が売却にあたって

予め実施しておくのがベスト
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建物住宅状況調査

建物状況調査実施のタイミング
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売
買
契
約

引
渡
し

買
付
申
し
込
み

建物状況
調査

買付申込の際に条件にしないと

契約前の実施はむずかしい
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既存住宅売買瑕疵保険

2
既存住宅売買瑕疵保険

42

・制度概要

・売主が宅建業者の場合

・売主が個人の場合
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既存住宅売買瑕疵保険
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構造躯体と雨水の浸入に対する
最長５年、最大１０００万円の保険制度です。

トラブルを解決する資力を確保する
消費者保護の制度です。
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既存住宅売買瑕疵保険
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https://www.kashihoken.or.jp/individuals/kizon/

わかりやすい映像資料が用意されています
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既存住宅売買瑕疵保険

瑕疵保険の種類
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新築

既存住宅
売買

瑕疵保険

リフォーム
瑕疵保険

宅建業者

個人間売買 引き渡し後
リフォーム

リフォーム
ワイド

・リフォーム瑕疵保険と売買瑕疵保険を混同しない

・売主によって保険が異なる

保証期間：１年・２年・５年

保証額： ５００万円・１０００万円
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既存住宅売買瑕疵保険

売主が宅建業者の場合

46
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既存住宅売買瑕疵保険

手続きの流れ

47
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有
権
移
転

適合

不適合

所有権移転までの手続き完了が必要
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既存住宅売買瑕疵保険

まとめ

売主が宅建業者の場合

48

・売主しか手続きできない

・所有権移転までに検査合格が必要

・引き渡し後リフォーム特約はない

買付申込時に取引の条件として交渉する

（契約後では遅い）
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既存住宅売買瑕疵保険

売主が個人の場合
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検査会社もしくは仲介会社（保証者）
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既存住宅売買瑕疵保険

手続きの流れ
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原則は所有権移転までの手続き
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既存住宅売買瑕疵保険

手続きの流れ
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引き渡し後リフォーム特約

現
場
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建物住宅状況調査

まとめ

売主が個人の場合

52

・原則検査会社＝リフォーム会社

・引き渡し後特約は住宅ローン減税で利用できない

・売買契約後速やかにインスペクションを実施する

・木造以外は要注意

・検査済証がポイント
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建物住宅状況調査
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瑕疵保険の希望を
買付申込までに確認し
意思確認の履歴を

残すことが大切
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住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

3
住宅ローン減税

54

・築後年数要件を緩和する３つの方法

・耐震診断の実施時期
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住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

築後年数要件を緩和する３つの方法

55

方法①

所有権移転までに耐震基準適合証明書を発行する

方法②

所有権移転までに既存住宅売買瑕疵保険に加入する

方法③

所有権移転後に耐震改修工事を行って

耐震基準適合証明書を発行する
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住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

56

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html

国交省のホームページは要チェックです
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住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

57

「改修工事」を前提に
取引を進める必要があります。

方法①

所有権移転までに

耐震基準適合証明書を取得する

・申請者欄は「売主名義」。

・証明書の発行には耐震診断が必要。

※多くの場合改修工事が必要と判定される
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住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

58

物
件
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改
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改
修
工
事

証
明
書
発
行

引
渡
し

基準を満たす

基準を

満たさない

所有権移転前の改修工事は
現実的ではありません。

方法①所有権移転までに耐震基準適合証明書を取得する



首都圏既存住宅流通推進協議会

住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

59

方法②

既存住宅売買瑕疵保険に加入する

・瑕疵保険検査基準に合格する必要がある。

※改修工事が必要な場合は、所有権移転前に

改修工事を完了させる必要がある。

・付保証明書発行までの期間に注意が必要。

引渡し後リフォーム特約はNG
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住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

60

所有権移転前の改修工事は
現実的ではありません。

方法②既存住宅売買瑕疵保険に加入する
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劣化あり
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住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

61

方法③

所有権移転後に耐震改修工事を行って

耐震基準適合証明書を発行する

・所有権移転後の場合は耐震改修工事が

前提です。

・「新住所登記」を行うと制度対象外と

なります。
所有権移転後は

「手続きの進め方」がポイントです
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住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

62

方法③所有権移転後に耐震改修工事を行って証明書を発行する

・所有権移転までに仮申請を行う

・所有権移転後、居住開始までに耐震改修工事を実施して

証明書発行する。

→「新住所登記」はNG

→耐震改修工事が前提（工事不要の場合は所有権移転前

に発行）
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住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

63
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仮申請と建築士が違っている場合はNG

仮申請までに後工程を
決定しておく必要があります。

方法③所有権移転後に耐震改修工事を行って証明書を発行する



首都圏既存住宅流通推進協議会

住宅ローン減税と耐震基準適合証明書

64

住宅ローン減税の希望を
買付申込までに確認し
必要な後工程を

調べることが大切
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建物性能の確認方法

１） 建築年月

２） 工法

３） 構造
65



首都圏既存住宅流通推進協議会

建物性能の確認方法

66

１）建築年月

①昭和２５年～（建築基準法制定）

②昭和５６年６月～（コンクリート造・木造 新耐震）

③平成１２年６月～（木造 現行基準）

平成12年6月昭和56年6月昭和25年

現行基準旧耐震 新耐震対象外

1981年6月 2000年6月1950年
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建物性能の確認方法

67

２）工法

＜対応可能＞

木造軸組み工法１階～３階建て、 ２×４工法

伝統工法

＜対応が現実的では無い＞

RC、SRC、鉄骨造、軽量鉄骨、認定工法

一般的な耐震診断方法が利用できるかどうか
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建物性能の確認方法
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３）構造
＜立面的混構造＞耐震診断の対象となる

この場合
混構造ではなく
基礎として扱う

＜平面的混構造＞耐震診断対象外
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建物性能の確認方法
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３）構造

＜スキップフロア＞耐震診断対象外
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建物性能の確認方法
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建築年月・工法・構造で
対応方法が異なるので
買付前の整理が必要
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建物性能の確認方法
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アドバイザー調査ツールをチェックツールとして活用



首都圏既存住宅流通推進協議会

アドバイザー調査ツール
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https://srenkei.com/adtool
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アドバイザー調査ツール
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アドバイザー調査ツール
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アドバイザー調査ツール
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アドバイザー調査ツール
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ＰＤＦデータの報
告書を１５～３０
分以内にご指定の
メールアドレスに
お届けいたします。
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建物性能の確認方法
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買付前にチェックサイトで確認



首都圏既存住宅流通推進協議会

インスペクションの実務

１）中古取引にインスペクションが必要な理由

２）中古取引で失敗する理由

３）建物インスペクションの実務
78
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インスペクションの実務

中古取引にインスペクションが必要な理由

79

①住宅ローン減税

②リフォーム費用

③既存住宅売買瑕疵保険

④フラット３５

建物調査が必要
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インスペクションの実務
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耐震基準適合証明書

改正宅建業法

既存住宅売買瑕疵保険

④フラット３５

現場検査

１回の現場検査で複数対応できる建築士へ

依頼する方が効率が良い
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インスペクションの実務

中古取引で失敗する理由

81

売
買
契
約

引
渡
し

買
付
申
し
込
み

インスペクション

リフォーム見積り

瑕疵保険手続き

耐震基準適合証明書

フラット適合

やることが多すぎる

不動産取引以外の手続きを売買契約後に開始すると

スケジュールが間に合わなくなる
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インスペクションの実務

中古取引で失敗する理由

82

売
買
契
約

引
渡
し

買
付
申
し
込
み

インスペクション

リフォーム見積り

瑕疵保険手続き

耐震基準適合証明書

フラット適合

時間がかかる

「買付前にやるべき」だと物件を買い逃してしまう

手
続
き
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インスペクションの実務

中古取引で失敗する理由

83

売
買
契
約

引
渡
し

契
約
前
チ
ェ
ッ
ク

インスペクション

リフォーム見積り

瑕疵保険手続き

耐震基準適合証明書

フラット適合

買
付
申
し
込
み

利用可否と必要なスケジュールを

事前に確認する

売買契約前には

後工程のスケジュール把握が必須です
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建物インスペクション よくあるトラブル

84

１）スケジュールが間に合わない

既存住宅売買瑕疵保険の手続きは思った以上の時間がかかります。

（手続きを忘れていたといううっかりミスが多い）

検
査
依
頼

検
査
実
施

結
果
報
告

保
険
申
込

保
険
法
人
審
査

保
険
証
券
発
行

3～5
営業日

3～5
営業日

3～5
営業日 5営業日 5営業日
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建物インスペクション よくあるトラブル
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２）改修工事を想定していない（戸建て）

改修工事の可能性を検討していなかったため、費用・時間などが原因で結果的
に利用できない。

検
査
依
頼

検
査
実
施

改
修
工
事

保
険
申
込

保
険
法
人
審
査

保
険
証
券
発
行

再
検
査
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建物インスペクション よくあるトラブル
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３）検査が実施できない

点検口がない、混構造など検査当日に検査が実施できないことが判明した場合、
キャンセル費用などがかかります。

〇床下・小屋裏点検口がない【戸建て】

〇平面混構造、スキップフロア【戸建て】

〇申込情報と異なる（実は鉄骨造など） 【戸建て】

〇管理組合の許可を得ていない【マンション】
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建物インスペクション よくあるトラブル
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４）実は旧耐震だった

昭和56年6月～昭和58年3月の物件は、建築確認日が公的書類で確認できない
と、「旧耐震」扱いとなります。

〇建築確認済証、検査済証、台帳記載事項等証明書など、

公的文書で建築確認日が確認できるか？

〇謄本しかない場合は「旧耐震」。
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インスペクションの実務

建物インスペクションの実務

88

〇インスペクション実施者の条件

□既存住宅状況調査技術者

□瑕疵保険検査会社

□耐震基準適合証明書の発行経験がある

※フラット適合証明技術者

〇取引スケジュールに合わせて建物インスペクションの工程を調整す
る必要がある。（改修費用の見積り提示が遅いと致命的）

〇築年数でリスクを想定して、お客様に選択していただくことが重要。
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インスペクションの実務

89

＜不動産売買契約前＞

建物インスペクションの結果を待つ間に、他の人に物
件が売れてしまっても、実施した調査費用は返金され
ません。

＜不動産売買契約後＞

建物インスペクションの結果、思った以上に改修費用
がかかることが判明しても締結した売買契約を解除す
る要件にはなりません。
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まとめ

90



首都圏既存住宅流通推進協議会

まとめ
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家を売るという発想からの脱却
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まとめ
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に

必要な手続きを確認する

社内での仕組み化・ルール化を推奨
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まとめ
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に

・意思確認（履歴を残す）

・後工程のスケジュール

を確認する。
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最後に

１） 瑕疵保険案内宣言店

２） アドバイザー登録証

94
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瑕疵保険案内宣言店

95

ロゴマークやバナーをご活用ください

ロゴマーク バナー

かし保険案内宣言店登録完了後にデータ配布ホームページをご案内します
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瑕疵保険案内宣言店
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かし保険案内宣言店ホームページ http://srenkei.com/dec/

登録は無料です
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アドバイザー登録証

97

アドバイザー登録証を発行いたします

ネームプレートのお届けまで

少し時間がかかります。

時期が明確になりましたらご連絡いたします
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アドバイザー調査ツール
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ID・パスワードを11/29（月）までにメールいたします
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アドバイザー調査ツール
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補足・映像資料もご参照ください
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アドバイザー調査ツール
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アドバイザー調査ツール・チェックサイトをご活用ください
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出席確認
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これから出席確認のための投票画面が表示されます

クリック操作がないと

出席扱いになりませんので

ご注意ください


